
街角で資源の集積場からアルミ缶や新聞を持ち去っている人を見かけたことはな

いですか。本来は売却されて市の収入となり、最終的には住民サービスという形で

みなさんの生活に還元されているものが持ち去られているということです。資源を

回収するためのカゴやネットは前日に配布しますので、収集日の前日に資源を出さ

れている事例も見受けられますが、これはルール違反です。資源を持ち去る側から

すると、資源が前日に出されていることはとても持ち去り行為をしやすく、市の行う

資源等持ち去り防止パトロールの目もかいくぐることができるという環境なのです。 

夜間の持ち去りを防止することは非常に困難です。資源の前日出しはしないよう

にお願いします。 

問合せ先 豊川市産業環境部 清掃事業課 

 ＴＥＬ：0533-89-2166 ＦＡＸ：0533-89-2197 

Ｅ－ｍａｉｌ：seiso@city.toyokawa.lg.jp 

 


